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Ⅰ　基本情報

指定管理者評価シート

事業名 温水プールグループ運営管理費 所管課（電話番号） スポーツ局スポーツ部施設課（211-3045）

１　施設の概要

名称 札幌市豊平公園温水プール 所在地 豊平区美園6条1丁目

開設時期 昭和58年7月22日 延床面積 2,100.00㎡

名称 札幌市厚別温水プール 所在地 厚別区厚別中央2条6丁目

東区北16条東16丁目

開設時期 平成8年12月20日 延床面積

開設時期 平成16年10月2日 延床面積 2,926.10㎡

名称 札幌市白石温水プール 所在地 白石区平和通1丁目南

開設時期 平成4年12月23日 延床面積 2,143.64㎡

名称 札幌市平岸プール 所在地 豊平区平岸5条14丁目

開設時期 平成元年9月27日 延床面積 8,256.75㎡

名称 札幌市東温水プール 所在地

2,396.44㎡

名称 札幌市手稲曙温水プール 所在地 手稲区曙2条1丁目

開設時期 平成6年11月18日 延床面積 2,394.68㎡

２　指定管理者

名称 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団

指定期間 平成26年4月1日～平成30年3月31日

募集方法
公募

非公募の場合、その理由：

目的 市民の心身の健全なる発達及び体育の普及振興を図るため

事業概要 スポーツ活動の場の提供、スポーツ教室等の開催（自主事業）

主要施設 大人用プール（25ｍ）、子供用プール（15ｍ）、（平岸のみ50ｍプール）

指定単位

施設数：6施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：利用者に対する利用調整の必要性があるが、単一施設内
で全ての調整を行うことは困難であり、従前市民が享受していたサービスの低下を防ぐため、また、
施策の同一性にも鑑み、一体の管理とする。

業務の範囲 施設維持管理業務、施設開放業務（利用料金制度）、スポーツ普及振興事業

３　評価単位

施設数：6施設

複数施設を一括評価の場合、その理由：　指定単位での要求水準を定め、それに基づき指定管理
者は管理運営を行っているため、指定単位での一括評価としたもの。
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Ⅱ　平成２９年度管理業務等の検証

所管局の評価

１　業務の要求水準達成度

（1）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

▼　指定期間を通じて、「信頼」、「安全」、「快適」の3つを
管理運営の基本方針として、当財団が長年培ったノウハ
ウをいかし、質の高いサービスの実現を図った。

温水プールグルー
プの施設の管理運
営に係る基本方針
と重点方策を明確
にし、指定管理の各
業務の中で、各取
組みの着実な達成
を推進した。
また、グループ施設
の特性を活かした
管理運営を行うとと
もに、各施設間の利
用調整等を図り、一
体管理の効果を最
大限に発揮した。
併せて、管理運営
に関わる中・長期的
なプランについて
は、中期経営計画
のローリングと進捗
管理を行い、その実
効性を高め、管理
運営業務全般の水
準を向上させた。

基本方針と重点
方策を意識し、各
業務の点検と管
理に取組み、指定
期間の最終年度
として徹底した管
理運営を行ってい
る。
また、中期経営計
画のローリング及
び進捗管理によ
り、達成状況を意
識することで更な
る向上に努めてい
る。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▼　各施設の利用受付、使用の承認・不承認、利用料金
の収受、還付などに関する手続きは、札幌市体育施設
条例、同施行規則等に準拠して公平に行った。

▼　統括責任者は、人材教育の責任者として、各施設の
職員がOJTや勉強会を通じて、責任と自覚をもって業務
にあたることで、管理施設の平等性と公正性が保たれて
いるかを管理監督した。

▼　中期経営計画において、利用者サービスの向上に
戦略的に取組む「成長戦略」と公共サービス提供者とし
て持続的かつ高品質なサービスを提供するための「経
営基盤の強化」を2本の柱に掲げ、「安全・安心の追
求」、「お客様満足度の向上」などの戦略プランとアクショ
ンプランを着実に実行し、温水プールグループの適正な
管理運営を行った。

▼　「平等利用と法令の遵守」、「地球環境への配慮」、
「行政課題への対応」を重点方策に定め、指定期間の最
終年度として各業務の再点検と管理の徹底に取組ん
だ。

▼　「平等利用と法令遵守」では、公平性で均等な参加
機会の確保、誰もが利用しやい環境づくり、コンプライア
ンスの推進について各取組みを行った。
また、「地球環境への配慮」では、省エネルギー対策と
環境保全対策、エネルギー管理の適正化、環境に優し
い対策の強化、環境保全活動の取組みを行った。
併せて、「行政課題への対応」では、施設の設置目的を
達成するための目指す成果の着実な実行、札幌市ス
ポーツ推進計画の目標や課題への対応、市民ニーズの
変化や施設設備の老朽化などの課題への対応の取組
みを行った。

▼　温水プールグループ6施設の地域拠点性や施設設
備の特性を踏まえつつ、一体管理の効果を最大限に発
揮するため、グループ間の連携を更に強化し、管理運営
水準の維持向上及び管理経費の縮減に向けた効果的
な管理運営を行った。
また、サークル利用におけるグループ間の利用調整を
適宜実施し、利用者の利便性を向上するとともに、市民
のスポーツ参加への機会を拡大させた。

▼　公共サービス従事者の基本原則である人権尊重と
公平性の理念、施設の設置目的や位置づけ、関係する
条例等について、全スタッフの理解のもと、適切な運営
を行うことを方針として体制を整備した。

温水プールグルー
プの統括責任者及
び各施設の館長
（施設責任者）が、
公共サービス従事
者として職員の自
覚を促す教育・指導
を徹底するこで、全
スタッフが一丸と
なって、不当な差別
的行為を発生させ
ない環境づくりに取
組んだ。

2



様式３

▼　館長（施設責任者）に障害者差別解消法兼サービス
介助基礎資格検定を受講させ、職員へのOJTを実施し
た。

▼　年齢や性別などによって、合理的な理由なく利用の
制限や不当な差別的行為を発生させないための指導を
徹底し、体制づくりを行った。
また、利用者間のトラブルを発生させないよう、職員の巡
回を強化し、利用者への積極的な声掛け、利用ルール
の周知等により、利用マナーの向上を図った。

▼　障がいのある方への配慮のガイドラインを策定・運
用し、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供
についての具体例を示し、適切な対応を徹底した。

▼　個人利用、専用利用、自主事業の開放形態は、過
去の利用状況や市民ニーズを考慮して検討し、偏りをな
くすことで、全ての利用者に対して公平中立となるよう設
定した。

▼　筆談具やコミュニケーション支援ボード、タブレット
PCなどを配置し、コミュニケーションのバリアフリーを推
進した。

▼　幼児から高齢者、障がいのある方などの様々なニー
ズや特性に合わせた種目、運動強度、運動時間のプロ
グラムを提供し、利用機会の平等性を確保した。

施設責任者が資
格取得に努めたこ
とは、各施設職員
の平等性・公平性
に対する意識向
上につながるもの
と判断できる。

▼　自主事業の参加は、広く募集を行い、厳正な抽選に
より決定することで、均等な機会を確保した。

▼　省エネルギーに係る業務計画及び札幌市環境マネ
ジメントシステムに準拠し、二酸化炭素の排出の抑制及
び環境負荷低減等、札幌市が掲げる関連施策の推進を
中心に、社会課題である環境保全活動に組織全体で取
組むとともに、地球環境に配慮した新たな事業活動や施
設運営を積極的に推進した。

▼　地球を守るより良い環境づくり・まちづくりのため、札
幌市の「さっぽろエコメンバー登録制度」レベル3の登録
を継続し、環境に配慮した取組みを推進した。

▼　次世代を担う子どもたちに環境問題の現状と対策を
伝えていくため、札幌市の行う「環境教育へのクリック募
金」に継続して協力し、環境保全活動の輪を広げた。（当
財団管理施設全体寄付金額240,000円）

▼　札幌市の「使用済み食用油（廃食油）リサイクル事
業」に協力し、温水プールグループ6施設に廃食油回収
ボックスを設置した。（温水プールグループ回収累計
3380.5リットル、当財団管理施設全体累計9,847リットル）

これまでの管理運
営実績から蓄積し
たデータを基に、Ｆ
Ｍ（ファシリティマネ
ジメント）手法を取
入れ、CO2排出量
の削減、水道・電力
使用量や廃棄物発
生量の抑制に関す
る様々な取組みを
行い、地球温暖化
対策及び環境に配
慮した施設の運営
を実践した。
また、札幌市が進
めるさっぽろエコメ
ンバーへの登録な
どを積極的に行うほ
か、指定管理期間
を通じてエコキャッ
プや食用油の回収
に取組み、大きな成
果を上げた。

節電、省エネ対策
に積極的に取組
んでおり、環境に
配慮した施設運営
を実践している。
また、本市の事業
への参加等によ
り、食用油やエコ
キャップの回収な
どを行い、高い成
果を上げているこ
とは評価できる。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進
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▼　エコキャップ運動の推進事業として、各管理施設に
てペットボトルキャップを回収し、ゴミ減量（リサイクル化）
とCO2削減に取組むとともに、再資源化による製品売却
益を寄附した。（平成20年度からの当財団管理施設全
体の回収累計数は、約962万個、22,991キログラム）

▼　北海道グリーン・ビズ認定制度の「優良な取組」部門
に登録申請を行った。

▼　「生物多様性さっぽろ応援宣言企業・団体」への登
録を行い、生物多様性の保全に努めた。

▼　さっぽろエコスタイル（クールビズ・ウォームビズ）を
継続実施し、冷暖房設備の省エネを行った。

▼　「国道12号線花いっぱいプロジェクト」など、地域の
植栽活動に参加した。

▼　札幌市が参加している「都市鉱山からつくる！みん
なのメダルプロジェクト」に協力し、小型家電回収ボック
スを平岸プールに設置した。

▼　使用済ペーパーの裏面再利用の徹底と古紙回収を
積極的に活用した。

▼　平岸プールで札幌市温暖化対策推進計画基本方針
の達成に向け、電力の見える化機器（デマンド監視装
置）を活用するなど、省エネ・節電の取組みを継続実施
した。

▼　電気事業者法の改正による、電気供給事業者の自
由化に伴い、新電力への切替えを行い負担軽減を図っ
た。

▼　自動販売機設置業者一元化により、商品補充・運搬
の効率化を図るとともに、省エネ・ノンフロン環境対策の
機器を設置し、CO2の削減を行なった。
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大学等と連携して、
人材確保の活動を
行い、管理運営業
務計画書に基づく
職員の採用を実施
した。
また、新規採用から
各責任者まで、各
階層で要求される
業務水準に応じた
多様な研修を実施
し、人材を育成し
た。
特に近年、
また、自己啓発活
動を支援する休暇
制度を設けるなど
環境の整備も併せ
て推進した。

統括責任者、エリア
責任者、責任者を
重層的に配置する
ことで、指定管理に
関する各業務をより
確実に遂行する体
制を整備した。
また、温水プールグ
ループの責任者会
議を定期的に開催
するなど、施設管理
運営に係る情報の
集約や業務改善を
積極的に行ったほ
か、他の指定管理
グループと連携を図
ることで、効果的に
管理水準の維持向
上を図った。

【責任者の配置】
▼　温水プールグループ全体をと一元的に統括する統
括責任者のほか、複数施設を所管するエリア責任者、ま
た、各施設には施設責任者（館長）を配置するとともに、
事務局に組織的な対応にあたるトータルマネージャーを
配置した。
各責任者は、「上級体育施設管理士」、「防火管理者」、
「不当要求防止責任者」等の資格を有するとともに、公
の施設の管理運営に係る長年の実務経験者を配置し、
各業務の適正な推進及び市民サービスの向上と管理水
準の維持向上に図った。

【組織整備】
▼　施設には、統括責任者（またはエリア責任者）、施設
責任者のもと、経験豊富な職員を適正数配置し、施設の
維持管理、各種事業の推進にあたり、事務局各課が専
門的な業務の指示・サポートを行うことで、重層的で強
固な管理運営体制を構築した。
また、温水プールグループ内をはじめ、他の指定管理グ
ループの責任者や職員と積極的に情報共有を図ること
で、組織的に、札幌市の公のスポーツ施設の管理運営
と市民のスポーツ・健康づくり活動の推進に取組んだ。

▼　一般財団法人の関係法令に基づき、代表理事と業
務執行理事は理事会で職務執行状況報告を実施し、情
報共有や適正な組織体制を維持した。
また、組織図及び緊急連絡網（札幌市含む）等を作成
し、指揮命令及び緊急時の連絡系統を徹底した。

▼　組織のガバナンス強化を目的に、顧問弁護士、公認
会計士や社会保険労務士との連携を図り、制度の再構
成や諸規程の改正を行うとともに、職員への周知徹底を
図った。（職員就業規則、育児休業及び介護休業に関す
る規則、ハラスメント防止等に関する細則等の改正）

【従業員の確保・配置】
▼　当財団全体で正規職員6名、嘱託職員36名を採用
し、温水プールグループの管理運営業務計画書に基づ
き計画的な配置を行った。
また、嘱託職員の採用に際しては、大学及び専門学校
（7校）を訪問し、リクルート情報の積極的な発信やハ
ローワークインターネットサービスへの求人情報掲載を
行うなど安定的な確保を図った。

【人材育成】
▼　人材育成計画に基づく階層別研修プランを策定し、
自身の課題の抽出や高度なビジネススキルの習得、労
働環境の整備など、各職位で必要と考えられる研修を、
業務の基本となるOJTと各業務のスキルを向上させるた
めのOFF‐JTを効果的に活用しながら実施した。
併せて、障害者差別解消法の対応に関して実技を含め
た知識の習得や顧客満足に対する意識向上の研修を
実施した。

管理運営に必要
な責任者、職員を
適切に配置してお
り、積極的な情報
共有を図ることで
業務改善に努め
ていることは評価
できる。
また、人材育成に
も力を入れてお
り、幅広い内容の
研修を行い、職員
が知識、技能を習
得できる機会を確
保していることは、
施設運営に対す
る意識向上につな
がると判断でき
る。

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）
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▼　受付・監視・指導スタッフを含めた全職員が非常時
に迅速な対応ができるよう、あらゆる場面を想定した「事
故シミュレーション研修」を合同で実施し、安全を確保す
るための取組みを行った。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▼　平成29年度に実施または受講した特徴ある職員研
修

▼　職員のキャリア・スキルアップなどのための自己啓
発活動支援休暇制度を設け、働きながら活動しやすい
環境を整備した。

▼　業務上有用と判断される資格取得にあたっては、経
費の負担を行った。

▼　利用者のニーズに柔軟に対応して、サービス水準を
向上させるため、朝礼・昼礼・終礼の実施、また、業務日
誌やグループウェアを使用し、上司への報告、職員間の
相互連絡等の情報を共有した。

▼　役員会議、総括課長会議、館長会議、担当者会議
などの会議を定期的に開催し、施設運営上の共通課題
の認識と、解決方法の協議及び情報の共有化を図っ
た。

▼　文書管理機能及びワークフローシステムを活用し
た、業務効率の改善や事故報告の共有化により、事故
を未然に防ぐ体制強化を図った。

▼　外国人利用者や聴覚に障がいのある方に対する利
便性向上を図るため全施設に、翻訳や筆談機能を備え
たタブレットＰＣの配備を継続した。また、受付窓口にお
いても、このタブレットＰＣを活用して施設案内を行うな
ど、電子化を推進し、窓口業務の質を向上させた。

①コンプライアンス研修～働き方改革～
②不当要求防止責任者講習
③リスクマネジメント研修～サイバーリスク～
④リーダーシップ研修～７つマネジメントスキル習得
～
⑤認知症サポーター養成講座
⑥部下育成のためのコーチングフォローアップ研修
⑦チームのまとめ方フォローアップ研修
⑧ビジネスマナー研修
⑨障害者差別解消法兼サービス介助基礎資格検定
⑩CS顧客満足向上研修
⑪セカンドライフ研修
⑫教室担当者勉強会研修～マーケティング～
⑬新採用職員採用前施設見学・実務研修
⑭クレーム対応基礎研修
⑮労働関係法の基礎習得
⑯水泳指導員スキルアップ研修
　～バタフライの革新的な指導法～
⑰水中救助訓練、監視救急対応研修
⑱赤十字水上安全法救助員Ⅰ資格継続研修
⑲安全衛生委員会の運営実務研修

広く市民に対し、適
切なサービスが提
供できるよう、ソフト
面、ハード面での取
組みを拡充した。
また、施設の運営
上の課題に対し、組
織的に解決に当た
る体制を整備し、利
用者が安全・安心で
快適に利用できる
よう管理水準の維
持向上を図った。

定期的な会議の
開催により、共通
課題の認識と解
決方法の協議を
行っていること
は、利用者が快適
に利用できる施設
運営に努めている
ものと高く評価で
きる。
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様式３

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の
開催）

▼　全職員が公の施設に勤務していることを自覚し、市
民の多様化するニーズに対応したサービスの提供がで
きるよう、認知症や障がいのある方の対応に関する研修
やガイドラインの整備を行った。
また、正規職員は、上級体育施設管理士の資格取得を
推進（86.8％から91.5％に）し、嘱託職員はビジネス能力
検定ジョブパス2級以上を取得するなどし、管理水準の
維持・向上に努めている。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▼　札幌市の承認を受け、清掃業務、警備業務、設備の
保守管理業務、法定に基づく各種点検業務などを第三
者に委託した。事業者の選定にあたっては、当財団の
「契約事務取扱規程」などに基づき、公平かつ透明性を
確保した。
また、業務が適正に履行されるよう、立ち合い検査や作
業報告書などにより適正な履行確認を行った。

▼　委託事業者に従事する労働者の労働環境維持向上
のため、札幌市の「雇用環境調査」に伴う賃金、労働時
間・条件、各種保険への加入、健康診断の有無などの
調査要請と確認を行った。

▼　各施設の館長（施設責任者）は、委託事業者への指
示命令系統を明確化し、連絡体制を整備した。
また、救急救命講習の受講を義務付けるととにも、施設
の消防訓練への参加を要請するなど防災に対する意識
向上を図った。

第三者への委託業
務等の指揮監理
は、各施設の館長
（施設責任者）が指
揮命令系統を整備
し、履行検査員と
なって適正に履行
確認を行った。
また、定期清掃など
は、作業計画書の
提出により、事前に
作業の工程や従業
員、利用者の安全
確保策を確認する
など、十分な打ち合
わせのうえ実施し
た。

協定書に沿って適
切な業務委託が
行われている。今
後も見直しや改善
を行いながら適正
な運用がされるよ
う期待する。

要求水準どおり、
年4回運営協議会
を開催し、意見交
換を行った。

開催回 協議・報告内容

▼　運営協議会の開催状況は下表のとおり

①平成28年度1月から3月（第4四半
期）の実績報告
②指定管理運営に係る近況報告
・平成28年度第6回・7回理事会の開
催について
・正規職員の採用について
・定期内部監査の実施について
・労働安全衛生会議の開催について
③懸案事項と確認事項
・暖房料金の申請について

第1回
6月16日

①平成29年4月から6月（第1四半期）
の実績報告
②指定管理運営に係る近況報告
・平成29年度第1回理事会・評議員会
の開催について
・嘱託職員の採用について
③懸案・確認事項
・満足度調査の実施について
・体育の日無料開放について

第2回
8月23日

3カ月に1回を目安
に、要求水準となる
年4回の「運営協議
会」を開催した。
各指定管理グルー
プ及び施設の四半
期ごとの利用状況
のほか、指定管理
業務に関わる取組
みの報告や課題解
決に向けた意見交
換などを行い、札幌
市との情報共有と
施設の管理水準の
維持向上を図った。
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様式３

区役所、地域ス
ポーツ団体、町内
会関係団体、学校、
専門機関、プロス
ポーツチームなどと
円滑な協力関係を
構築し、各施設を拠
点としながら地域住
民に対するスポー
ツ・健康づくり活動
への支援を行った。
また、札幌市水上
安全法赤十字奉仕
団や日本スポーツ
施策推進協議会と
連携し、水難事故
への啓発や水泳を
通じてトップアス
リートと触れ合う取
組みを行った。

・札幌市スポーツ局スポーツ部施設課
・（一財）さっぽろ健康スポーツ財団　事務局各課

▼　施設の管理運営に係る重要案件については、協定
書に基づき、札幌市へ適正に報告・連絡・相談を行っ
た。

▼　地域住民のスポーツ・健康づくり活動を支援するた
め、区が運営主体となる「手稲区スポーツレクリエーショ
ン祭」、「ワクワクとよひらんど」、「白石区こころーどふれ
あいマラソン」などのスポーツ・レクリエーションイベント
を通じ、区役所、区民センター等と連携を図り良好な関
係を築いた。

▼　自主事業の大会やイベントの開催にあたり、札幌水
泳協会、北海道水泳連盟、札幌市水上安全法赤十字奉
仕団などの団体と協力・連携した。

▼　平岸プールにおいて「国民安全の日」に合わせた安
全普及イベント「水泳スキルアップクリニック＆いのちの
教室」を日本スポーツ施策推進協議会と共催し、スポー
ツをテーマとした安全普及活動を推進したほか、メダリス
ト（岩崎恭子氏）、ライフセーバー（飯沼誠司氏）による水
泳クリニックを実施し子どもたちにトップアスリートと触れ
合う機会を提供した。

▼　各施設が町内会へ積極的に加入し、「さっぽろライ
ラックまつり in 川下公園」、「東区児童会館まつり」など
の地域イベントを通じ、町内会関係団体、体育（スポー
ツ）振興会、児童会館等と連携を図り、より密着した地域
活動を推進した。

▼　インターンシップや職場体験学習を積極的に受入
れ、学生や産業界などの活動を支援した（受入れ件数：
31件、延べ人数：133人）。

＜協議会メンバー＞

第3回
11月22日

①平成29年7月から9月（第2四半期）
の実績報告
②指定管理運営に係る近況報告
・平成29年度第3回理事会の開催につ
いて
・ストレスチェックの実施について
・定期内部監査の実施について
・幼少年体育指導士認定講座及び体
育施設管理士養成講習会の開催につ
いて

①平成29年10月から12月（第3四半
期）の実績報告
②指定管理運営に係る近況報告
・平成29年度第4・5・6回理事会の開
催について
・正規・嘱託職員の採用及び職員の
配置について
・労働安全衛生会議の実施について
③懸案・確認事項
・備品寄付、修繕要望調査について

第4回
3月14日

8



様式３

▼　社会貢献活動等の取組み

▼　一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会をはじ
め、スペシャルオリンピックス日本・北海道などの障がい
者関係団体の利用推進に協力した。

▼　大学や専門機関と連携し、運動プログラムの開発や
資格認定講座の開催などを行った。
①北翔大学との「事業連携に関する協定」継続（スポー
ツボランティアの実習等）
②順天堂大学と連携した「利用者満足度調査」の実施
③順天堂大学及び日本体育施設協会と連携した「体育
施設管理士養成講習会」の開催
④政令指定都市及び道内のスポーツ振興団体との連携
（連絡会議の開催）
⑤日本スポーツボランティアネットワークへの参画
⑥日本公共スポーツ施策推進協議会への参画
⑦一般社団法人幼少年体育指導士会と連携した「幼少
年体育指導士認定講座」の開催

②　地域防犯活動
連合町内会及び警察署の協力による交通安全啓発運
動、不審者及びテロ対策講習を開催するなど、地域にお
ける防犯活動を推進したほか、札幌市地域安全サポー
ターズに登録し、各施設が子ども110番のエリアとなり、
また、公用車にステッカーを貼るなど、地域の防犯活動
を積極的に行った。

③　さぽーとほっと基金への登録
札幌市内の町内会やボランティア団体を助成するため
のさぽーとほっと基金へ登録し、各施設における飲料な
どの自動販売機の売り上げの一部を寄付し、札幌のま
ちづくり活動を支えた。

④　地域への安全なスポーツ環境の提供
さっぽろ救急サポーターとして、各施設には応急手当の
できる職員を配置し、速やかに応急手当が行える環境を
整え、地域の安全・安心なスポーツ活動の実施に協力し
た。

⑤　社会貢献や地域支援などを目的とした関係機関と
の連携支援として、盲導犬育成支援募金（募金額：平成
29年度分109,502円）及び東日本大震災復興支援募金
（募金額：平成29年度分38,981円、累計1,728,381円）、
熊本地震災害救援募金（募金額：平成29年度分154,351
円、累計378,952円）などに協力した。

札幌市及び関係団
体との適正な連絡
調整と併せて、管理
運営業務計画書の
提案に基づく社会
貢献事業等を組織
的に実施し、施設の
効用をさらに高め
た。

▼　プロスポネットSAPPOROの「北海道コンサドーレ札
幌」、「北海道日本ハムファイターズ」、「レバンガ北海
道」や、「エスポラーダ北海道」、「ノルディーア北海道」の
プロチーム・トップチームの活動を当財団全体で支援し
た。

①　環境保全活動
関係団体との連携による河川敷清掃、植栽などの実
施、ペットボトルキャップの回収（回収累計22,991キログ
ラム）、環境教育へのクリック募金への協力（寄付金額
240,000円）、「生物多様性さっぽろ応援宣言企業・団
体」、「さっぽろエコメンバー（レベル3）」への登録など、
環境保全活動に積極的に協力した。
また、北海道グリーン・ビズ認定制度の「優良な取組」部
門に登録申請を行った。
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様式３

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

「財務会計規程」、
「契約事務取扱規
程」、「現金取扱い
マニュアル」など、
関係規程とマニュア
ルを整備し、複数名
で確認を行うなど、
適正かつ厳格な現
金の取扱いを徹底
した。
また、公認会計士
による外部監査、顧
問税理士による月
例検査、定期内部
監査、監事監査、札
幌市監査など第三
者機関を含めた重
層的な検査体制を
整備し、透明性が
高く、健全な資金管
理を行っている。

必要な規程類を
整備するととも
に、複数の監査・
検査により健全な
管理に努めてい
る。

⑥　献血への協力
「献血サポーター」として登録し、献血へ積極的に参加す
ることを全職員に呼びかけ、北海道血液センターにて成
分献血及び全血献血に協力した。

⑦　札幌市が「魅力都市さっぽろシティプロモート戦略」
のコンセプトとして掲げた「笑顔、スマイル」を象徴する専
用ロゴマーク「SAPP‿RO（サッポロスマイル）」を広くPR
するため、パートナー会員として登録するとともに、職員
はネームプレートに同ロゴを取入れ、積極的にシティプ
ロモート戦略の推進に寄与した。

▼　指定管理事業と自主事業を明確に区分し、経理書
類を年度ごとに適切に保管し、適正な経理処理を行っ
た。
また、現金の取扱いについては、財務会計規程、同運用
規則などの規程と併せて、マニュアルを整備し、適正な
処理を行った。

▼　毎日の利用料収入等は、売上根拠資料と一致する
よう職員2名で確認し、売上金、日計表、現金出納簿の
整合性を複数の職員で確認するなど厳格に管理した。

▼　切手、サピカ、タクシーチケットなどの金券類は、使
用の都度、受払簿に記帳するとともに、現金分任出納員
となる館長（施設責任者）が厳格に管理した。

▼　現金の取扱いは2名体制で行い、更に全施設に指紋
認証式金庫を配備し、開閉履歴を管理することにより、
事故や不祥事の未然防止を徹底した。また、懲戒処分
細則に不祥事に対する罰則規定を定め、厳格な管理に
継続して取組んだ。

▼　各施設の予算編成、収入・支出行為、決算について
は、事務局の財務課が管理集約することで、適正な処理
を行った。
また、10万円以上の物品購入や役務における事業者の
選定については、契約事務取扱規程を整備し、指名競
争入札または随意契約により公平性かつ透明性を確保
した方法で実施した。

▼　税理士法人と顧問契約を締結し、定期的に監査を受
け、会計帳簿及び財務諸表の確認のほか、税務に関す
る相談・アドバイスを受け、各種税法を遵守した会計処
理を徹底した。

▼　関連法令、当財団定款及び財務会計規程、資産運
用要領の定めのほか、公益法人会計の基準に準拠し、
透明性の高い、健全な資金管理を行った。

▼　要望対応手続きに関するマニュアルに基づき、全職
員がOJTなどを通じて共通の対応ができる体制を整備し
た。

利用者や市民から
の意見・要望・苦情
に対して、迅速な対
応と可能な限りの
即時改善した。

要望対応手続き
に関するマニュア
ルの活用、及び職
員間の情報共有
により、適切に対
応している。

▽　要望・苦情対応
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▼　札幌市の判断を要するものは、速やかに報告・相談
し、連携を図りながら対応にあたった。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリン
グの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己評
価の実施）

▼　管理運営業務に関する記録や帳簿類は、年度ごと
に適切に整備し、仕様書に定められた期間及び当財団
の規程に則り、適正に管理・保管した。

▼　事務局の各課において各施設で行う業務に関する
実施方法、記録等について適時確認を行い、セルフモニ
タリングを行った。

▼　札幌市のチェックリストにより、業務・財務に関する
自己チェックを前期と後期の2回実施した。

▼　利用者満足度調査のほか、コンプライアンスやガバ
ナンス、利用者サービスと業務の改善を目的としたセル
フモニタリングを実施した。
また、その分析結果や改善方法等については、運営協
議会等で適時、報告した。
①コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会により、
ガバナンスの確認と評価
②外部監査（監査法人会計監査3回、税務監査9回実
施）
③PDCAサイクルによる提案項目の進捗管理
④利用者のご意見等を記載する専用カードと回収箱の
常時設置による要望等の収集
⑤ホームページのご意見メールの機能による市民から
の要望等の収集
⑥大会・イベント等参加者に対する事業内容の検証とプ
ログラムサービスの改善に関するニーズ・意見の収集
（定員の拡大など）

▼　施設の利用状況・利用料金収入状況に関する毎月
の報告のほか、修繕完了時の報告、事故発生時の報告
を適時行った。また、事業年度終了に伴う管理運営業務
の実施状況等の事業報告を行った。

施設の運営に関す
る多様なセルフモニ
タリングを積極的に
実施し、自己評価と
専門機関の評価を
受け、各業務の改
善と管理水準の維
持向上に役立て
た。
また、業務の記録
や書類の保管を適
正に行い、札幌市
には、業務の重要
性に応じて適時、報
告・相談・協議を
行ったほか、運営協
議会などを通じて情
報の共有を図った。

▼　施設に直接寄せられた要望・苦情は施設責任者が
担当窓口となり、その内容に応じて必要な対応を行っ
た。
また、グループウェアや業務日誌による一元化した情報
共有を行い、引継ぎを行うとともに、早期の業務改善に
反映させる体制を整備した。

▼　施設内にご意見箱を設置し、寄せられた要望・苦情
について、今後の対応を迅速に回答を掲示した。

要求水準に基づ
き適正に対応して
いる。

また、各指定管理
グループを横断して
情報共有を図ること
で、再発防止とその
後の業務改善を
行った。
併せて、札幌市と調
整が必要な場合
は、適時、報告・相
談を行うなどし、適
切に改善に向けた
取組みを行った。

▼　メールで寄せられた要望・苦情は事務局（総務課）を
受付担当の窓口として、原則7日以内に迅速に回答し
た。
また、寄せられた内容は、要望、意見、苦情、問合せに
分類し整理した。
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様式３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（2）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

▼　組織のガバナンス強化を目的に、職員就業規則、ハ
ラスメント防止等に関する細則、懲戒処分細則等の改正
を行った。
また、社会保険労務士、弁護士と顧問契約し、労働関係
法令を遵守するとともに、札幌市に準じて就業規則等の
必要な改正を行った。

▼　高齢者等雇用の安定等に関する法律に基づき、定
年（60歳）退職後に、希望者全員を65歳まで継続雇用
し、高齢者の雇用を促進した。

▼　次世代育成支援対策推進法及び女性の職場生活
における活躍の推進に関する法律に基づき、一般事業
主行動計画を策定し、北海道労働局への届出とともに
全職員への周知及び財団ホームページで公表した。

職員の雇用は、労
働基準法、労働契
約法、労働安全衛
生法をはじめとする
各種法令を遵守し
た取組みと規程の
改正を行った。
特に労働安全衛生
法に基づく、産業医
との連携やストレス
チェックの実施な
ど、職員の健康面
に配慮した取組み
を行った。
また、ワーク・ライ
フ・バランスの取組
みを継続的に推進
するとともに、職員
の意欲向上を目的
とした業務成果に対
する表彰や業務の
工夫改善に関する
表彰は市民サービ
スの向上と管理水
準の維持向上につ
ながっている。
併せて、障がい者
の雇用促進や雇用
環境の整備も行い、
法定雇用率を超え
る雇用を達成する
など、健全な組織体
制が整備されてい
る。

関係法令を遵守
し、必要な規程を
整備するととも
に、それらの見直
し及び改正等を適
正に対応してお
り、労働安全衛生
会議の設置等に
より、労働者が安
心して働くことの
できる環境づくり
に努めている。
また、障がい者の
雇用促進や非正
規職員から正規
職員への転換、及
び育児等への配
慮については、今
後も積極的な取組
に期待したい。

▼　最低賃金法に基づき、適正な賃金改定を行うととも
に、平成30年3月にも規程改正を行い、パート職員の給
与を引き上げ雇用環境の向上を図った。（平成30年4月1
日から適用）

▼　労働基準法第36条に基づき「時間外労働及び休日
労働に関する協定（三六協定）」を締結（更新）し、所轄
労働基準監督署への届出を行った。

▼　厚生年金保険法及び健康保険法に基づき、労働者
の勤務形態、家族状況等に応じて厚生年金保険、健康
保険に適切に加入し、必要に応じて適切に届け出等を
行った。

▼　労働者災害補償保険法に基づき、全ての労働者は
労災保険に、条件を満たす労働者は雇用保険に加入し
た。
また、労働安全衛生会議を設置し、労働災害防止対策
を徹底した（労災防止強化月間の制定等）。
夏期：7月1日から 7月31日／冬期：12月1日から12月31
日

▼　労働安全衛生法に基づき、雇入れ時に、健康診断を
実施するとともに、1年に1回定期健康診断を実施した。
また、職員の健康管理のため、内科医及び心療内科医
を産業医として選任するとともに、ストレスチェック制度
実施規程を策定し、職員数が50人を超える事業場の職
員に対してストレスチェックを実施するなど、職員の健康
管理に適正に対応した。

▼　労働契約法に基づき、平成30年4月1日以降に雇用
期間が5年を超える職員については、無期労働契約へ転
換する旨の規程改正を行い、有期労働契約職員に制度
の周知・説明を行った。無期労働契約転換申出書の様
式を配布し、平成30年4月1日以降随時受付を行い、積
極的に無期転換を進める。

▼　正規職員を新たに雇用する際、現在の非正規職員
（嘱託職員）から受験者を募り、内部登用試験を実施し
た。その結果、非正規職員6名を正規職員に転換した。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上
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様式３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　育児・介護休業法の改正に伴い、保育所に入園でき
ない場合等の休業期間繰り下げ変更申請回数を、法定
を超える子が3歳に達するまで何度でも変更可能とする
旨、規程改正を行い雇用環境の向上を図った。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼　番号法に基づく、マイナンバー取扱いの基本方針に
基づき取扱規程を策定し、マイナンバーの取得や保管に
関して厳重に管理した。

▼　障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づき、
障がい者の雇用促進を積極的に取組み、法定雇用率
2.0％を超える2.27％の雇用率となった。

▼　札幌市のワーク・ライフ・バランス取組推進宣言認証
企業（ステップ3）として、職員の仕事と生活の調和のた
め、スキルアップや社会貢献、ボランティア活動、育児休
業などの各種休暇取得を奨励した。

▼　子育てしやすい環境づくりを推進するため、さっぽろ
市民子育て支援宣言を行った。

▼　職員の福利厚生として、業績表彰・永年勤続表彰・
慶弔給付・人間ドック助成・宿泊助成などの制度を実施
した。

▼　事務局については毎月第4金曜日、各施設について
は整備日を「ノー残業デー」に設定した。
また、日常業務におけるシステム化を進め、業務の効率
化を図ることで長時間労働を抑制するなど、ワーク・ライ
フ・バランスの取組みを推進した。

▼　利用者の安全管理を最優先に考え、札幌市施設保
全マニュアルに基づき施設整備維持に関する確認を
行った。
また、管理運営マニュアル、事故対応マニュアル、災害
対応マニュアルなど各業務に沿ったマニュアルを整備
し、グループ内、施設内で共有した。
併せて、施設の設備状況に合わせた巡回点検表を活用
し、異常の有無を確認するなど、継続的な安全確保と
サービス水準維持の向上を図った。

▼　上級体育施設管理士をはじめ、防火管理者、プール
衛生管理者、普通救命講習修了者、応急手当普及員、
日本赤十字社水上安全法救助員、日本体育施設協会
公認スポーツ指導者（水泳指導員）、障がい者スポーツ
指導員、幼少年体育指導士、サービス介助基礎修了、
認知症サポーターなどの専門資格者の配置を継続し
た。
併せて、各資格保有者が中心となり、救急救命講習や
事故対応シミュレーション研修等、各種研修を継続的に
実施し、利用者の安全確保と適切な施設の管理運営を
行った。

▼　プールの水質は、「遊泳用プールの衛生基準」や「札
幌市プール指導要領」の衛生基準を上回る基準を設け、
アリーナの室温、水温、湿度等とともに１日12回の測定
を行い、利用者へアリーナのコンディションを掲示するな
ど、アリーナの環境管理を行った。

各業務の実施にあ
たり、季節や設備の
特性に応じた管理
体制を整備し、常に
事故を未然に防止
するための安全対
策を徹底した。
また、市民サービス
に対する課題を明
確化し、プロジェクト
による検討を行うな
ど、組織としての改
善に取組んだ。

必要なマニュアル
を整備するだけで
なく、訓練の実施
や研修への参加
等により、利用者
の安全確保等に
積極的に取組ん
でいる。
また、検討プロ
ジェクトの設置に
より、誰もが利用
しやすい施設とな
るよう改善を行っ
たことは、大いに
評価できる。

13



様式３

法定点検のみなら
ず、日常的に点検
を実施しており、
また、修繕及び備
品購入についても
適宜対応してお
り、利用者の安全
性・利便性向上に
大いに貢献してい
るものと評価でき
る。

▼　温水プールグループ内で各課題に対する検討プロ
ジェクトを設置し、利用者がより安全・安心で快適に施設
を利用できるように、一貫性を持ったサービスを提供す
るため温水プールグループ管理運営マニュアルの改正
を行ったほか、広報さっぽろに代わる周知方法について
などの検討を行い、業務の見直し、改善を行った。

▼　各施設の拾得物については、特例施設占有者として
定められた期間内に所轄警察署へ届出を行ったほか、
「拾得物・遺失物の取扱マニュアル」を策定し、適切に取
扱った。

▼　施設賠償責任保険（交差責任担保特約の付加）、運
送保険、車両保険、店舗賠償責任保険に加入し、利用
者及び職員への適切な補償体制を整備した。
また、当財団独自で傷害見舞金給付事業を行い、自主
事業参加者の事故に備えた。
なお、施設賠償責任保険における賠償額は、対人・対物
とも仕様書に示す基準補償額を大きく上回っている。
（対人/1事故4億円、1人1億円、対物/1事故5千万円）

▼　スポーツ施設におけるAEDの設置・管理の在り方に
関するガイドラインに準じて、グループ施設に計13台のＡ
ＥＤを設置し、緊急時には誰もが即時に使用できる環境
を整備した。

▼自動販売機設置業者一元化により、災害時における
「緊急時飲料提供ベンダー」の設置を行った。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

損害賠償責任保険
は前年度から継続
して仕様に定める
内容以上の補償体
制を維持するととも
に、新たな資格の
取得など積極的に
安全管理と事故の
未然防止に取組ん
だ。

▼　清掃業務
施設の衛生面や設備、器具等の清潔さには特段に配慮
し、日常的に行う清掃・廃棄物処理と利用者からの連
絡・要求に基づき行う対応清掃を適正に遂行した。
また、日常的な実施が困難な床ワックス塗布や高所窓
ガラス清掃などの定期清掃は、年間計画において清掃
箇所や安全対策を事前に確認したうえで、専門業者が
実施した。

各業務においては、
利用者の安全・安
心を最優先した管
理を徹底し、積極的
に日常点検を行うな
ど、要求水準に基
づく取組みを実施し
た。
また、第三者へ委
託する業務は各施
設の館長（施設責
任者）が監督・指導
の体制を整備し、適
正な履行確認を
行った。
併せて、有資格者
による現地調査な
ど指定管理者が独
自に工夫した取組
みや、自主財源を
活用した市民サー
ビスの向上につな
がる取組みなど、要
求水準以上の業務
を実施した。

▼　警備業務
開館時間帯は職員が施設内の秩序維持にあたり、閉館
後は機械システムにより警備を実施し、火災、盗難、破
壊等の事故発生の警戒・防止を行った。
また、閉館時間帯に異常が発生した場合には、職員が
急行できる連絡・参集体制を整備した。

▼　保守点検
施設・設備の機能を良好に維持するため、暖房・給湯ボ
イラー、空調設備、ウオータースライダー、可変床等の
日常点検、定期点検、自主点検を計画的に実施し、劣
化及び損傷の早期発見と予防保全を行った。
また、建築基準法、電気事業法、消防法等に定められた
法令点検についても、遅延なく実施し、部品等の交換を
適切に行った。
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様式３

▼　プール水の水質検査
毎月、決められた測定箇所からプール水を採取し、水質
７項目の検査を実施した。
また、年に1回、レジオネラ属菌検査等の検査を実施し
た。

▼　プールの安全標準指針に基づき年１回全換水を行
い、水を抜いた状態での排水口等施設の点検を実施し
た。
また、全換水等に伴う休館期間は最短になるよう努め
た。

▼　修繕
施設等の修繕は、市民の利用に支障が生じないよう緊
急度や破損の状況を考慮し、必要な初期対応を含めて
実施した。
また、対応の都度、札幌市に報告するとともに、施設・設
備の劣化状況に対応した修繕計画を策定し、札幌市と
打合せを行い、損傷を最小限に抑えるよう努めた。
なお、協定に定める金額以上の修繕を実施した。

▼　備品管理
日常・定期点検、専門業者による保守点検、清掃などを
実施し、異常を早期発見するとともに、所要の性能を発
揮できる状態を維持した。
また、現指定管理期間の満了に伴い、備品のリストを整
理した。

▼　市民サービスの向上を図るため、自主財源等を活
用し、新たに以下の設備・備品を導入（更新）した。
・水着脱水機　383千円（白石温水プール）
・25m用コースロープ　2,138千円（平岸プール）
・水中クリーナー　2,009千円（670千円×３施設）
（東温水プール、白石温水プール、豊平温水プール）
・AED本体（平岸プール）
・AED設置BOX（平岸プール）

▼　札幌市に要望した備品の中で、市民サービスの向
上を図るための物品を指定管理費用で購入した。
・両替機　192千円（平岸プール）

▼　駐車場管理は、場内での事故や交通渋滞の防止の
ため、車両の監視、誘導などを適切に行うとともに、駐車
ラインの再塗装等の補修を行った。

▼　外構緑地管理
職員が植栽を含む外構緑地の点検、剪定、除草、冬囲
いなどを適切に行った。
また、1級造園施工管理技士の有資格者が、545本の立
木調査を行い、樹種名、樹高、幹周等を図面化し、保有
樹木を危険木、枯損木、枯れ枝等に分け状況を把握す
るなど要求水準以上の取組みを実施した。

▼　敷地管理
境界標が滅失しないよう日常的な点検と併せて、位置図
面と写真台帳を作成、更新し、常に確認可能な状態にす
るとともに、札幌市の調査に協力した。
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様式３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

結果予見義務に基
づく日常の点検や、
台風や大雪などの
悪天候時における
利用者の安全確保
など適切に対応し
た。
また、大規模災害を
想定した訓練の実
施やマニュアルを整
備し、避難所などの
運営管理をバック
アップする応援体制
を整えた。

▼　札幌市危機管理基本方針及び札幌市国民保護計
画等を基に「災害対応マニュアル」を策定し、多様な災害
発生時における迅速、的確な対応や被害の抑止、軽減
等の体制を整備した。

▼　台風・地震・火災等の発生に備え、樹木等の倒壊や
飛散物が発生する恐れのある箇所及び消防設備等の
点検を適宜実施するとともに、職員による自主防災組織
の編成と、事故・災害などを想定した定期的な訓練を実
施し、被害を最小限に抑えるための対策を行った。

▼　札幌市内の天候状況の変化などを事務局で集約
し、各施設に対応の指示と併せて適時発信することで、
組織的に災害対策への取組みを徹底した。

▼　札幌市との災害時等における協力体制に関する協
定及び札幌市地域防災計画、札幌市避難場所基本計
画に基づき、収容避難場所、一時滞在施設の案内や移
動困難被災者の一時受入れを想定し連絡体制を整備し
た。

▼　地震速報器、雷検知器の設置や札幌市防災アプリ
「そなえ」をダウンロードするなど、利用者への適切な注
意喚起・避難誘導等の対応ができる体制を整えた。

▼　利用の促進を図るため、一般開放、専用利用、自主
事業の全体のバランスを配慮したプールコースの開放
計画とし、市民の利用に供した。
また、各施設の利用者層、季節的な利用状況などの特
色や地域の特性に配慮し、施設が有する機能を最大限
に発揮した。

個人利用において
は、各施設でプール
コースの開放計画
とし、利用者のニー
ズに対応できるよ
う、施設の有する機
能を最大限に発揮
する事業計画とし
た。
また、専用利用にお
いては、サークルの
練習利用など、公
平に受入れができ
るよう調整を図っ
た。

▽　防災

▼　除排雪業務
積雪10㎝以上を基準として駐車場内の除雪を行い、利
用者の安全と利便性を確保した。
また、排雪時は近隣住宅の迷惑にならないよう配慮し、
専門業者と打合せのうえ実施した。
なお、職員が通路、歩道の除雪、凍結時の砂撒き、氷
割、雪庇、落雪などの危険箇所立ち入り禁止対応などを
行った。

（4）事業の計
画・実施業務

▽設置目的を達成するための必要な業務

▼　一般遊泳コース、完泳コース、ウオーキングコース
の設定について、利用者のニーズや利用動向を把握し、
時間帯や曜日によってコース数を変更するなど、弾力的
な開放を行った。

▼　サークルの利用に関して広く受入れられるよう、グ
ループ施設間で空き状況の情報共有を行い、公平さを
保ちながら最大限の受入れを行った。

▼　各施設で行う全換水等の設備等整備・点検に伴う休
館が近隣の施設と重複しないようグループ内及び西区
体育館・温水プール、清田区体育館・温水プールと調整
を図り、利用者に継続した利用の場の提供を行った。

施設間の情報共
有等により、ス
ポーツ活動実施
の機会拡充に貢
献している。
また、日本スポー
ツマスターズに関
しては、引き続き
ご尽力いただきた
い。

災害時に備えた
訓練の実施や緊
急連絡網作成等、
職員の防災意識
を高めるとともに、
利用者の安全確
保に努めている。
また、天候情報の
集約や防災アプリ
等の使用など、十
分な体制を整えて
いることは評価で
きる。
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利用者サービスの
向上を目的とした取
組みや札幌市のス
ポーツ推進に関す
る施策に沿った取
組みを実施したこと
や供用時間前の早
朝にニーズの高い
水泳教室を実施す
るほか、空いている
時間帯に水中遊具
の貸出しデーを実
施するなど、利用が
集中する時間帯の
混雑緩和を図る取
組みを実施したこと
が利用の促進につ
なげた。

合　計 708,283 726,360 102.6%

▽　利用の承認、不承認、取消し、減免、還付等

※施設別の利用者数は別添1のとおり

▼　利用の促進を図るための各種取組みにより、温水
プールグループ全体で前年度より18,077人増加した。

▼　平岸プールにおいて、ジュニアオリンピックカップシ
ンクロ水泳全国大会や全道中体連、全道ジュニア室内
選手権大会などの大規模な大会が開催されたため、専
用利用が大幅に増えた。

平成26年度から毎
年、1施設で工事に
伴う長期休館したも
のの、近隣施設間
の利用調整を図り、
利用者への影響を
最小限にとどめてき
た結果、前指定期
間の最終年度であ
る平成25年度の利
用者数（720,255人）
を上回る結果とな
り、4年間の指定期
間を通じて、継続し
た取組みを行ったこ
とで、利用の定着を
図った。

▼　個人利用は使用券により、専用利用は札幌市体育
施設使用承認書により使用の承認を行った。
また、使用の不承認に該当しないよう札幌市体育施設
の使用許可に係る審査基準に基づき、利用団体と十分
に事前打合せを行った。
その他、承認の取消しや利用料の減免、還付、撮影に
関する承認について、札幌市体育施設条例、同規則、
各基準、要綱に基づき、行政執行代理者として、適正な
手続きを行った。

職員が関係条例等
を十分に理解したう
えで、、必要に応じ
て札幌市と調整す
るなどし、適正な手
続きを行った。

▼　日本スポーツマスターズ2018札幌大会（平成30年9
月開催）の実行委員会に参画し、会場となる施設の利用
について調整を図った。

▽　利用件数等

31,395 43,031 137.1%

（5）施設利用
に関する業
務

▼　利用者数 （人） 個人利用・専用利
用ともに前年度よ
りも多くの利用者
を得られたこと
は、利用促進の取
組の成果と考えら
れ、大いに評価で
きる。
今後も効率的な施
設運営・安定した
利用者確保に期
待したい。

区　分 H28実績 H29実績 前年比

個人利用 676,888 683,329 101.0%

専用利用

条例に基づき適
正に対応してい
る。

▽　利用促進の取組

▼　利用者の利便性向上を目的に「利用受付システム」
及び「教室管理システム」を稼働させ、顧客管理のシス
テム化を図った。教室（自主事業）申込手続きの簡素
化、施設利用時の一カ月券の忘れや紛失等にも即時対
応が可能となった。

▼　地図と国勢調査のデータを用いたマーケティングＧＩ
Ｓソフトを導入し、利用が少ない地域への利用促進をＰＲ
すべく、教室（自主事業）受講者のエリア分析するなど、
ニーズの把握と反映の取組みを強化した。

▼　スポーツ実施率の向上を図るため、供用期間・時間
の延長によるスポーツ活動機会の拡充を図り、スポーツ
に親しむことの少ない社会人や若年層のスポーツ活動
を促進した。（実績は別添2のとおり）

▼　スポーツ実施率の向上と広く市民にスポーツへの
きっかけづくりの機会を提供するため、温水プールグ
ループの施設で一斉に「さっぽろスポーツＤＡＹ（5/5）」と
「体育の日無料開放（10/9）」を実施し、グループ合計で
3,252人が利用した。

利用者のニーズを
踏まえ、利用促進
に向けた様々な取
組を実践している
ことは評価でき
る。
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▼　施設の利用のきっかけづくりとして、各種イベント等
で「無料ペアチケット」を配布し、利用を受入れた。

（6）付随業務 ▽　広報業務

▼　スポーツに親しむ機会の少ない人のスポーツ活動を
増やすなど、札幌市スポーツ推進計画の施策に示す取
組みや「環境首都・札幌」宣言につながる「ウオークさっ
歩ろ」への協力の取組みとして、身近な地域で、楽しくウ
オーキングをすることができるよう、豊平公園温水プー
ルを発着地点としたウーキングステーションを通年で開
設した。（利用者数：560人）

▼　当財団ホームページ
平成28年3月に改正された「JIS X 8341-3」に基づき、平
成29年8月にウェブアクセシビリティ方針を策定しホーム
ページに公開した。
また、平成30年3月に適合レベルAAの準拠を達成した。
なお、以下の取組みを推進し、高齢者や障がいのある
方を含む全ての利用者が利用しやすいホームページと
した。
【実施例】
①全ページに「お問い合せフォーム」を新設
②施設使用申込書ダウンロード機能の充実
③財団職員採用情報ページの適時更新
④教室WEB申込みの開始とページの新設
⑤ウオーキングステーション紹介ページの新設
⑥財団カレンダーダウンロードサービスの実施
⑦外国語自動翻訳機能の導入
⑧色合いの変更機能の導入
⑨地域情報発信スマートフォンアプリ「Domingo」への継
続登録
【ホームページ訪問者数】
平成28年度訪問者数2,305,428件
平成29年度訪問者数2,309,991件

▼　各種案内等
　「広報さっぽろ」などの広報媒体及び「ｉさっぽろ」、「地
デジデータ放送」など、各種メディアの活用により、積極
的に事業等の情報を発信した。
【情報発信事例】
①毎月、施設ごとに作成した利用案内（時間割）を区役
所、区民センターなどに配布
②2月に温水プールグループをはじめ、他の指定管理グ
ループと合同で、「春からの教室受講生募集チラシ」を作
成し、北海道新聞への折込実施
③ふりっぱーや地域ミニコミ誌への情報掲載
④北海道ランニングガイド2017への広告掲載
⑤広報さっぽろ及び札幌市情報アプリ i さっぽろへの教
室受講生募集情報等掲載
⑥各種イベント開催情報の報道機関に向けたプレスリ
リース配信
⑦町内会回覧板の活用
⑧コンサドーレマッチデイプログラムへの広告掲出（5回）
⑨財団広報誌「ヘルス＆スポーツライフ」の発行（4回）
⑩エコチル、スポチル（小学校直接配布）への広告掲載
（4回）
⑪ヘルス＆スポーツカレンダーの発行
⑫テレビ、ローカルＦＭ局等各種メディアへの協力

ホームページにお
いては、JIS X
8341-3や障害者差
別解消法を踏まえ
た適切な対応を
行ったことにより、
閲覧数が増加して
いる。
また、教室の参加
申込みがホーム
ページ上から行える
よう機能改善を行っ
たことにより、利便
性の向上に寄与し
た。
併せて、広報さっぽ
ろの電子化に伴う、
新たな情報手段の
活用と紙面媒体に
代わる効果的な広
報手段の検討など
積極的に広報に取
組んでいる。

様々な広報媒体
を活用するととも
に、ウェブアクセシ
ビリティ方針を作
成し、ホームペー
ジの利便性お呼
び機能向上に取
組み、利用者への
わかりやすい情報
発信により訪問者
数が増加したこと
は大いに評価でき
る。
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ラグビーワールド
カップ2019札幌開
催に向けては、札
幌市の担当課と積
極的に調整を進
め、大会の受入れ
態勢の準備のみな
らず、財団広報誌
やホームページを
活用するなど、広報
ＰＲに大きく協力し
た。

札幌市が進める
スポーツの国際大
会や誘致活動に
係る広報PRにご
協力いただいてい
る。

▼　募集要項などの利用者向け印刷物は、ＵＤフォント
を積極的に使用、札幌市の広報に関する色のガイドライ
ンを参考にした配色、必要に応じたルビなど、ユニバー
サルデザインを推進し、視認性を高めることにより、見や
すく正確に情報が伝わるよう徹底した。

札幌市のスポーツ・
健康づくり活動の支
援に係る施策に関
する広報について
は、積極的に協力
し、イベントなどの
成功に大きく寄与し
た。
また、「北海道みん
なの日」の制定にあ
たり、当財団の広報
誌を活用するなど、
積極的に協力した。

▼　ラグビーワールドカップ2019札幌開催にあたり、機運
を高めるための広報協力を行った。
①財団広報誌「ヘルス＆スポーツライフvol.110（平成30
年1月発行）においてラグビーワールドカップ特集記事を
掲載

▼　冬季オリンピック・パラリンピックの招致に向けた協
力
冬季オリンピック・パラリンピックの機運を高めるための
広報協力を行った。
①ロビーにおいて関連動画を放映
②招致関連庁内通信の職員供覧
③招致関連印刷物の館内配架
④招致ポスター掲示協力

⑬読売新聞や日刊スポーツ新聞などへ財団広告を掲出
⑭環境プラザホームページへの情報掲載とクリック募金
へ参画（平成29年度累計60,845クリック）
⑮イベント開催時のＰＲブースの設置
（6時間リレーマラソン2017 IN札幌ドーム）
⑯地下鉄車両内へのステッカー広告掲出（さっぽろス
ポーツDAY）

▼　札幌市の施策等に関する広報
当財団広報誌「ヘルス＆スポーツライフ」において、以下
の特集記事を掲載しスポーツイベント開催の機運醸成に
協力した。
①ラグビーワールドカップ2019札幌開催に向けて
（vol.110　平成30年1月発行）
②冬季オリンピック・パラリンピックの招致に向けた協力
（札幌市主催の平昌オリンピック・パラリンピックイベント
開催情報vol.110　平成30年1月発行）
③当財団ホームページにおいて、札幌市主催イベントの
告知協力として「第3回知ろう！やってみよう！パラス
ポーツ」ほかを掲載した。

▼　北海道の施策等に関する広報
「北海道みんなの日（道みんの日）」の周知と定着
（「道民体操（どさん子体操）」の紹介、vol.108　平成29年
8月発行）

▽　引継ぎ業務

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

▽　その他管理運営業務に付随する一切の業務

▼　札幌市立大学と連携して制作したスポーツイラスト・
チラシフォーマットを活用して各施設で配布する印刷物
を作製し、スポーツ施設の一貫したイメージを市民へ浸
透させた。
また、同大学の教員を講師に招き、各種事業のマーケ
ティングに関する職員向けワークショップを実施した。
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▼　一般財団法人札幌市体育協会に正規職員1名を派
遣し、加盟競技団体との連携を強化、競技・生涯スポー
ツと一元化を図った施設の管理運営を行った。

また、冬季オリン
ピック・パラリンピッ
クの招致において
も、全面的に協力
し、札幌市と一体と
なり機運を高めるた
めの取組みを推進
した。

▼　自主事業実施状況

※施設別の実施状況は別添3のとおり
※地域事業の参加者数減少要因については、東区雪まつりウェル
カム協議会の事業廃止による

▼　水泳指導者においては、定期的に内部研修を実施するととも
に、基礎講習会やスキルアップ研修を実施し、指導の質の向上と安
全確保を図った。また、水中運動やフィットネス系種目の指導者に
は、指導に関する有資格者や豊富な指導経験を持つ者を登録配置
し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層、初心者から上級者までの
各種レベルに対応した教室事業を展開した。

▼　子どもを対象とした水泳教室は、グループ内の施設と体育館グ
ループの温水プール施設において統一したカリキュラムで指導し、
受講の最終日に進級の判定を行うことにより、受講者の継続意欲を
高めた。

施設の設置目的と
目指す成果の達成
に向けた取組みを
補完するため、多様
なプログラムの教室
や大会・イベントや
地域コミュニティ支
援事業などを実施
し、施設の利用者
の増加とスポーツ
実施率の向上に取
組んだ。
子どもから高齢者ま
での幅広い世代を
対象とし、競泳、泳
法別、シンクロなど
個別のニーズに合
わせた多様な教室
を実施したほか、練
習の成果の発表の
場として競技会を開
催するなど、生涯ス
ポーツの拡充をサ
ポートした。

健康づくりセン
ターや町内会な
ど、様々な団体と
の連携により、教
室、大会、イベント
等、前年度以上の
事業数を実施し、
前年度以上の参
加者を得られてお
り、市民がスポー
ツを楽しむきっか
け作りに貢献して
いる。

▼　札幌市スポーツ局スポーツ部に正規職員1名を研修
職員として派遣し、「スポーツを通じたまちづくりの推
進」、「障がい者スポーツの普及促進」、「大規模スポー
ツ大会の運営ノウハウの蓄積」などを目的として、札幌
市と財団の取組みの共有を進めた。

H28 H29

一般事業 1,791 2,010 27,572 28,793

２　自主事業その他

▽　自主事業

区　分
事業数（事業） 参加者数（人）

H28

⑤財団広報誌「ヘルス＆スポーツライフvol.110（平成30
年1月発行）において、札幌市主催の平昌オリンピック・
パラリンピックイベント開催情報を掲載
⑥招致関連フォーラム等への職員参加
⑦札幌招致期成会への参画

▼　「さっぽろグローバルスポーツコミッション」に継続参
画し、国内外への国際都市札幌の魅力を発信し、国際
大会や事前合宿等の誘致活動に協力した。

H29

スクール事業 13 6 140 62

施設間合同事業 6 6 494 513

大　会 5 5 346 278

合　計 1,815 2,027 28,552 29,646

地域事業 21 23 54,721 5,020
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▼　温水プールグループ施設間の合同事業として、水泳競技会兼泳
力検定会を開催し、各施設の教室受講者の練習の成果を確認する
場を提供したほか、オリンピアン（佐藤久佳氏、加藤ゆか氏、星奈津
美氏）をゲストに招聘し、泳ぎのデモンストレーションや、サイン会な
どを開催し、大会を盛り上げた。
また、東温水プールにおいて、他グループ施設と連携して多種目体
験型の事業を実施し、複数の指定管理グループを管理する効果を
生かした事業を展開した。

▼　白石温水プール、厚別温水プール、手稲曙温水プールにおい
て、プールフェスタを開催し、水の特性をいかした普段体験できない
ような催しを企画し、市民が水に親しむ事業を開催した。

▼　豊平公園温水プールにおいて、市民の安全啓発事業として、日
本赤十字社札幌市水上安全赤十字奉仕団との協働事業「みんなで
楽しく泳ごう！」などの水上安全講習会を開催し、行楽シーズンの水
難事故防止を呼び掛けた。

▼　東温水プールにおいて、健康づくりセンター（別グループ）と連携
して、市民向けのInbody測定や管理栄養士による栄養セミナー、スト
レッチ体験会などを協力して実施し、地域の健康増進に寄与した。

特に教室では、ホー
ムページの情報を
充実させ、ウェブ上
での受講申込が可
能なシステム開発
を進めたほか、受
講者カードを発行
し、簡便に受講申込
や入館受付ができ
るなど、より参加し
やすい環境を整備
した。
併せて、新たなマー
ケティング分析によ
り、人口分布に合わ
せた効果的なＰＲ手
法の導入や全市的
な新聞折込みチラ
シを定期的に発行
するなど、教室事業
にとどまらず、各施
設の利用案内の周
知を図った。

▼　各プールにおいて、夏休み期間中、開館前の供用時間外を利用
し、幼児・小学生向けの「おはようスイミング」を継続開催したほか、
手稲曙温水プールにおいて、成人向けの「おはようアクア」を同時開
催し、親子で参加できるような事業展開をした。

▼　各プールにおいて、障がい者手帳保持者へのマンツーマンレッ
スンの開催や障がい者団体のサークル利用の受入れなどを行い、
障がい者のスポーツ活動を支援した。

▼　平岸プールにおいてシニア応援プロジェクトとしてメダリスト（中
村真衣氏）による「背泳ぎスキルアップクリニック」を実施し、高齢者
の水泳愛好家に水泳の楽しさやトップアスリートのテクニックを今一
度学んでもらう機会を提供した。

▼　教室、大会事業等において、募集ごとに要項、ポスターを作成す
るとともに、新たに市内全域に配布されるフリーペーパーに募集情
報の掲載や、教室受講生募集チラシを作成し北海道新聞への折込
を実施するなど、市内全域にスポーツ・健康教室の情報が行き届く
よう広報活動を拡充させた。

▼　区役所、町内会等の地域団体と連携し、「ひがしく健康スポーツ
まつり」、「新さっぽろ冬まつり」など地域住民を対象とした事業のほ
か、地域のお祭りや清掃活動にも積極的に参画し、地域活性化に取
組んだ。

▼　札幌マラソンにおいて、各施設の職員が交通規制の各要所など
に配備するなど大会役員として従事し、札幌市が主催する全市的な
スポーツ大会の円滑な運営に貢献した。

▼　日本スポーツボランティアネットワークに加盟し、スポーツボラン
ティアリーダーライセンス更新講習を開催し、ボランティア活動の普
及に寄与した。
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様式３

特殊な条件の物件
を除き、札幌市登録
事業者への発注を
基本とし、市内企業
の活用に大きく貢献
した。
障がい者の雇用に
関して積極的な取
組みにより、要求水
準以上の雇用率と
なったほか、札幌市
の障がい者スポー
ツのあり方検討会
議に参画するなど
し、スポーツ施設に
おける障がい者ス
ポーツの事業実施
や開放形態に関し
て検討を行うなど積
極的な取組みを
行った。

継続して市内企業
を積極的に活用
するとともに、障
がい者雇用率の
達成、障がい者就
労施設の活用等、
福祉施策に十分
配慮しているもの
と判断できる。

【市内企業等の活用】
▼　物品購入・修繕・役務契約等は、特殊なものを除き、札幌市登録
事業者を中心に約83.0%を市内企業へ発注した。

【福祉施策への配慮】
▼　障がい者の雇用促進に積極的に取組み、法定雇用率2.0％を超
える2.27％の障がい者を雇用した（H30.3月末時点）。

▼　総務課職員2名が「障害者職業生活相談員資格認定講習」を終
了し、職業生活全般における相談・指導を行う体制を整えた。

▼　市内の障がい者就労施設や元気ジョブアウトソーシングセン
ター等の活用を促し、弁当、チラシ印刷、資源回収などの発注を推
進した。

▼　当財団が策定した「障がいのある方への配慮のガイドライン」に
沿った施設の利用環境の整備を行い、個人利用、専用利用、自主
事業の各利用形態において、平等な利用機会を提供した。

▼　個人利用、専用利用においては札幌市体育施設使用料減免要
綱に基づき、利用料金の適正な減免手続きを行うとともに、障がい
のある方及び高齢者（65歳以上）の方の自主事業料金（教室受講
料）については一般料金から減額を行い、参加の機会を拡大した。

▼　一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会の役員（理事）、専
門部会委員に理事長、正規職員が就任し、障がい者のスポーツ環
境整備に協力した。
また、札幌市障がい者スポーツの普及促進のあり方に関する検討
会議に参画した。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

▼　2020東京五輪・パラリンピックに係り、日本国政府が推進するス
ポーツを通じた国際貢献事業である「SPORT FOR TOMORROW」の
コンソーシアム会員に登録し、開発途上国のスポーツ振興のため
に、当財団主催の講習会で使用したフットサルボールやテニスボー
ルなどのスポーツ用品を提供協力した。
また、札幌国際スキーマラソンにおける海外選手の参加と選手交歓
会において国内・海外選手の交流を行ったほか、海外発祥のスポー
ツを紹介する「ワールドスポーツフェスティバル」などを実施し、国際
交流を推進した。

▼　教室、大会・イベント等の自主事業参加者に事故・怪我が発生し
た場合は、施設管理の瑕疵に伴う施設賠償責任保険と併せて、当
財団独自のお見舞い制度（傷害見舞金給付事業）を適用する体制を
整備した。（入院：日額1,500円、通院：日額1,000円）

▼　自主事業の収支については、指定管理業務に関する収支と区
分して経理し、さらに教室、イベントなどの事業部門と販売などの収
益部門で区分した。
また、明確に区分できない人件費や当財団本部機能などの管理経
費については、各事業の収益規模に応じて適正に配分して経理し
た。

▼　スポーツ活動中の水分補給のための飲料や、水着、ゴーグルな
どの水泳用具を販売するため、各施設内の適所に自動販売機を設
置し、利用者サービス向上を図った。
なお、これらに係る行政財産の使用にあたっては、目的外使用申請
を適正に行った。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼　障がい者支援団体が主催するスポーツ大会の運営協力、当日
の参加者介助・支援を通じて快適なスポーツ環境づくりに寄与した。

▼　当財団職員で新たに4名が障がい者初級スポーツ指導員の資
格を取得し、計15名の有資格者が各障がい者スポーツ団体が運営
する普及事業に携わった。

実施方法 実施期間： 平成29年7月18日～7月24日
実施場所：温水プールグループ6施設
実施方法：選択肢形式の設問、一部自由記述式の
質問紙調査。調査時間帯を3区分（午前・午後・夜
間）に設定し対象者年齢区分と性別の均等性を考慮
しながら受付付近にて直接利用者に協力を依頼する
方法で調査を実施した。
回答者数：1,240名
回答目標数は各施設100名以上とし各施設で200名
～214名の回答を得た。

結果概要 利用者の総合満足度は要求水準の目標80％に対し
98.2％であった。
職員の接遇に関する満足度は要求水準の目標80%
に対し98.7％でありグループ全体としてクオリティー
の高いサービスを提供した。

アンケート結果は、
市の定める目標水
準（80％）を、総合
満足度98.2％、接遇
満足度98.7％と大
幅に上回っており、
利用者からの高い
満足度を得ている。
また、利用者から
の、ご意見・要望
を、施設の運営に
反映させ、利用者
の更なる満足度の
向上を図った。

総合満足度及び
接遇満足度ともに
90％以上を維持し
ており、適正な施
設運営が行われ
ているものと判断
できる。
今後も利用者の
声を把握した施設
運営に期待する。

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

【調査項目】施設環境
【要望】夏場観覧室が暑い。
【対応】観覧室に業務用扇風機を２台設置した。

【調査項目】施設環境
【要望】洗面台の汚れを拭くタオルをおいてほしい。
【対応】各更衣室1枚、トイレに1枚づつ設置していた
が、枚数を増やす対応をした。

【調査項目】その他
教室の申込や納入の期間が通っている期間中に設
定されたので、継続して利用する際にとても便利に
なりました。

※その他アンケート調査結果は別添4のとおり
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

４　収支状況

個人利用や自主事
業の収入が計画を
下回ったが、指定管
理業務を効率的に
実施したことから、
収支は改善された。
また、管理運営業
務仕様書に定める
額を超える修繕を
実施したとともに、
市民の利便性を向
上させるための備
品購入による利益
還元を行った。

利用者数が伸び
ず収入が計画を
下回る中、経費削
減により支出を抑
え、計画以上の利
益還元を実施した
ことは、利用者に
配慮した施設運営
を行っているもの
と評価できる。
今後も利用者増
加の工夫及び安
定した収入確保に
期待したい。

指定管理費 664,861 664,859 ▲ 2

利用料金 138,918 131,882 ▲ 7,036

収入 1,000,727

支出 924,874 910,811 ▲ 14,063

▽　収支 税込（千円）

項目 Ｈ29計画 Ｈ29決算 差（決算-計画）

その他 361 408 47

自主事業収入 196,587 187,275 ▲ 9,312

984,424 ▲ 16,303

指定管理業務収入 804,140 797,149 ▲ 6,991

135,057 ▲ 1,920

収入-支出 75,853 73,613 ▲ 2,240

指定管理業務支出 787,897 775,754 ▲ 12,143

利益還元 0 4,530 4,530

法人税等 1,163 2,968 1,805

指定管理事業及び各種自主事業の実施により、安定的・継続的に
収益を確保している。
また、流動比率が177.1%、自己資本比率は47.8％となっており、安定
的な経営に資する財源を有している。

個人情報は、財団の「保護方針・及び保護に関する規程及び特定個
人情報取扱規程」に基づき、OJT研修を通じて各職員へ取扱いの徹
底を図るとともに、プライバシーポリシーの改定を行いホームページ
及び各種申込書等にて明示し、適切に個人情報を取扱った。情報公
開条例等に関しても、指定管理者としての役割や義務を十分に認識
し、すべて規定の手続きに基づき適切に対応した。
また、不当要求防止責任者の配置を推進し、暴力団の排除の推進
に関する条例へ適切に対応した。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン条
例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

適 不適

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▽　安定経営能力の維持 適 不適

純利益 74,690 66,115 ▲ 8,575

▽　説明

▼　利用料金収入は、利用者数が当初見込みを下回ったため計画
を下回った。

▼　自主事業収入は、教室受講者数が事業計画を下回ったため計
画を下回った。

▼　自主事業支出は、教室の不成立に伴い、指導員の人件費等の
経費が減少したため計画を下回った。

▼　利益還元は、当初計画していなかった、水中クリーナー（白石温
水プール・東温水プール、豊平公園温水プール、2,009千円）、水着
脱水機（白石温水プール、383千円）、25ｍコースロープ（平岸プー
ル、2,138千円）を購入した。

自主事業支出 136,977
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各施設の管理運営に関して、今まで蓄積してきた経験を
活かし安定した管理経営を行っており、利用者数及び利
用者満足度も高い水準を維持している。
職員は、様々な研修や資格取得により専門的な知識を
深めており、利用者ニーズを踏まえた更なるサービス向
上や、効率的な運営管理に役立てている。
今後、第4期指定管理期間においても、応募時の提案内
容の実現に向けた積極的な取組及び安全で安定した管
理運営を期待する。

改善を要する事項は特になし。

Ⅲ　総合評価

現指定期間の最終年度となる平成29年度は、管理運営
の基本方針及び当財団の中期経営計画に基づき、施設
の設置目的を達成するための様々な取組みを積極的に
行い、施設利用者数の増加を図りながら、安全・安心で
快適な利用環境を提供した。
また、当初の計画にない利益還元により、備品の更新を
進めるなど、市民サービスの向上に大きく貢献した。
なお、現指定期間を通じた管理運営業務計画書におけ
る提案項目の達成率は98.3％と高く、かつ、各項目の実
効性も認められたと評価される。

利用の高齢化と若い世代の水泳離れが顕著であり、近年
の利用の伸び悩みにつながっている。
次期指定期間では、この課題を明確にし、関係団体と連
携を図りながら、解決に向けた取組みを推進し、新たな需
要の掘り起こしするとともに、来年度、平岸プールで開催
される、「日本スポーツマスターズ2018」の円滑な会場利
用のサポートを重点項目とする。
また、次期指定期間に向けて、着実に業務を遂行できるよ
う、温水グループの管理運営マニュアルをはじめとする各
種業務マニュアルの整備を行う。

総合評価 来年度以降の重点取組事項

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】
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別添1

◇温水プールグループ

前年比

個人 合計 個人 合計

人数 件 人数 人数 人数 件 人数 人数

厚別温水プール 127,881 1,157 1,524 129,405 131,026 1,168 1,582 132,608 98%

豊平公園温水プール 73,175 395 1,418 74,593 74,214 271 828 75,042 99%

平岸プール 143,089 2,138 30,134 173,223 154,150 2,141 19,674 173,824 100%

白石温水プール 78,796 529 2,492 81,288 52,094 356 1,514 53,608 152%

手稲曙温水プール 123,077 1,659 1,197 124,274 122,798 1,699 1,474 124,272 100%

東温水プール 137,311 629 6,266 143,577 142,606 646 6,323 148,929 96%

合計 683,329 6,507 43,031 726,360 676,888 6,281 31,395 708,283 103%

※温水プールのサークル利用における人数は個人、件数は専用で集計

合計値
の比

施設利用実績　人数・件数（平成29年度）

区分

平成29年度

専用

平成28年度

専用

-2 -



別添2

◇温水プールグループ

１　自主事業

№ 施設名 事業名 種目 対象 期数 実施期間 曜日 実施時間 参加者数

1 早朝水中運動（火） 一般 3 4/4～3/13 火 9:00～10:00 546

2 早朝水中運動（水） 一般 2 4/5～3/14 水 9:00～10:00 646

3 早朝水中運動（金） 一般 2 4/7～3/16 金 9:00～10:00 628

4 成人　レベル５（水） 一般 3 4/5～3/14 水 9:00～10:00 437

5 幼児水慣れ（土） 幼児 3 4/8～3/17 土 9:00～10:00 311

6 4才児教室 幼児 3 4/8～3/17 土 9:00～10:00 233

7 幼児おはようスイミング教室 幼児 2 7/26～8/4 短期 8:30～9:30 185

8 少年少女おはようスイミング教室 小学生 2 7/26～8/4 短期 8:30～9:30 526

9 早朝ヨガ フィットネス 一般 3 4/7～3/16 金 9:15～10:15 186

10 おはようスイミング前期 幼児 1 8:30～9:30 36

11 おはようスイミング前期 小学生 1 8:30～9:30 224

12 おはようスイミング後期 幼児 1 8:30～9:30 45

13 おはようスイミング後期 小学生 1 8:30～9:30 215

14 成人競泳 成人 1 4月～3月 火･金 9:00～11:00 44

15 おはようスイミング ４歳 1 8/1～5 短期 8:30～9:30 13

16 おはようスイミング 5,6歳 1 8/1～5 短期 8:30～9:30 19

17 おはようスイミング 小学生 1 8/1～5 短期 8:30～9:30 53

18 市民大会　スタートルール＆飛込み練習会 一般 1 8/27 日 9:00～9:50 42

19 水泳競技会　スタートルール＆飛込み練習会 一般 1 11/19,23 日･木 9:00～9:50 52

20
第12回水泳競技会兼ニチレイチャレンジ特別
泳力検定会

一般 1 11/26 日 7:45～14:30 480

使用期間・供用時間延長の取組実績（平成29年度）

7/26～7/29 短期

厚別温水プール

豊平公園温水プール

平岸プール

水泳

水泳

水泳

8/1～8/5 短期
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別添2

№ 施設名 事業名 種目 対象 期数 実施期間 曜日 実施時間 参加者数

21 おはようスイミング前期 幼児 1 7/26～7/30 短期 8:30～9:30 82

22 おはようスイミング後期 幼児 1 8/1～8/5 短期 8:30～9:30 35

23 おはようスイミング前期 少年少女 1 7/26～7/30 短期 8:30～9:30 256

24 おはようスイミング後期 少年少女 1 7/26～7/30 短期 8:30～9:30 209

25 №18ペンギン 幼児 1 4/15～7/22 土 9:00～10:00 117

26 №129少年少女レベル２ 少年少女 1 4/15～7/22 土 9:00～10:00 97

27 №140少年少女レベル３ 少年少女 1 4/15～7/22 土 9:00～10:00 95

28 №147少年少女レベル４ 少年少女 1 4/15～7/22 土 9:30～11:00 147

29 №152少年少女レベル５ 少年少女 1 4/15～7/22 土 9:30～11:00 74

30 №604男ヨガ フィットネス 一般 1 4/14～6/2 金 20:30～21:30 22

31 №18ペンギン 幼児 2 8/19～12/16 土 9:00～10:00 139

32 №112少年少女レベル１ 少年少女 2 8/19～12/16 土 9:00～10:00 305

33 №129少年少女レベル２ 少年少女 2 8/19～12/16 土 9:00～10:00 121

34 №140少年少女レベル３ 少年少女 2 8/19～12/16 土 9:00～10:00 118

35 №147少年少女レベル４ 少年少女 2 8/19～12/16 土 9:30～11:00 163

36 №152少年少女レベル５ 少年少女 2 8/19～12/16 土 9:30～11:00 178

37 №147少年少女レベル４ 少年少女 3 1/13～3/24 土 9:30～11:00 126

38 №152少年少女レベル５ 少年少女 3 1/13～3/24 土 9:30～11:00 117

39 春短期A 幼児 1 3/27～3/30 短期 9:00～10:00 36

40 春短期B 少年少女 1 3/27～3/30 短期 9:00～10:00 83

41 おはようアクアビクス 一般 2 4/4～3/20 火 9:00～9:50 990

42 水中運動 一般 2 4/7～3/16 金 9:00～9:50 320

43 選手育成コース 小・中学生 3 4/8～3/17 土 8:30～9:50 523

44 少年少女レベル２ 小・中学生 3 4/8～3/17 土 9:00～9:50 1,628

白石温水プール

水泳

水泳

アクアビクス

手稲曙温水プール

水泳
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№ 施設名 事業名 種目 対象 期数 実施期間 曜日 実施時間 参加者数

45 夏短・レベル１（7月A） 小・中学生 1 7/26～7/29 短期 9:00～9:50 172

46 夏短・幼児（8月） 小・中学生 1 8/1～8/5 短期 9:00～9:50 182

47 個人レッスン 一般 1 4/9～3/18 日 9:00～9:50 257

48 ヌードルアクア 一般 3 4/4～3/27 火 9:00～10:00 186

49 水中運動 一般 3 4/5～3/14 水 9:00～10:00 772

50 アクアズンバ 一般 1 4/6～7/14 金 9:00～10:00 97

51 はじめてアクア 一般 2 8/25～3/23 金 9:00～10:00 148

52 クロール＆背泳ぎ 一般 3 4/14～3/23 金 9:00～10:00 294

53 少年少女レベル１ 小・中学生 3 4/8～3/24 土 9:00～10:00 796

54 少年少女レベル２ 小・中学生 3 4/8～3/24 土 9:00～10:00 391

55 少年少女レベル３ 小・中学生 3 4/8～3/24 土 9:00～10:00 387

56 プライベートレッスン 一般 1 4/8～3/24 土 9:00～10:00 32

57 幼児おはようスイミング 幼児 2 7/26～8/5 短期 8:30～9:30 179

58 少年少女おはようスイミング 小・中学生 2 7/26～8/5 短期 8:30～9:30 655

15,450

２　市民開放

№ 施設名 区分 実施時間 利用者数

1 豊平公園温水プール 年始特別営業 個人 10:00～17:00 168

2 第30回札幌春季水泳競技大会 専用 7:00～10:00 1,746

3 チャレンジ大会 専用 7:00～10:00 340

4 第24回北海道ジュニア室内選手権 専用 7:00～10:00 3,544

5 第17回札幌市障がい者水泳競技大会 専用 8:00～10:00 239

6 第70回札幌澁高等学校水泳選手権大会 専用 7:00～10:00 289

平岸プール

6/2

5/28

合　計

1/2～1/3

事業名 実施時間

東温水プール

アクアビクス

水泳

水泳手稲曙温水プール

4/23

5/7

5/13,14
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№ 施設名 区分 実施時間 利用者数

7 マスターズ水泳短水路大会 専用 7:00～10:00 849

8 札幌ジュニア水泳競技大会 専用 7:00～10:00 1,745

9 中体連 第39回水泳選手権大会 専用 7:30～10:00 1,200

10 中体連 第38回北海道中学校水泳大会 専用 8:00～10:00

11 中体連 第38回北海道中学校水泳大会 専用 6:30～10:00

12 専用 8:30～10:00 400

13 専用 7:00～10:00 750

14 専用 7:00～10:00 1,000

15 専用 7:00～10:00 1,000

16 専用 7:00～10:00 850

17 第58回札幌市民体育大会水泳競技大会 専用 8:00～10:00 1,271

18 第28回北海道障がい者水泳大会 専用 8:30～10:00 275

19 中体連 第36回札幌市中体連 水泳新人戦大会 専用 7:30～10:00 410

20 第25回札幌年齢別水泳競技大会 専用 7:00～10:00 1,642

21 第24回北海道スプリント水泳競技大会 専用 6:30～10:00 1,874

22 第44回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 専用 6:00～10:00 1,450

23 札幌チャレンジフェスティバル 専用 7:00～10:00 395

24 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 専用 6:30～10:00 1,789

25 白石温水プール 年始特別営業 個人 10:00～17:00 246

26 東温水プール 年始特別営業 個人 10:00～17:00 435

26,757

  全国JOCジュニアオリンピックカップシンクロ水泳競技大会

平岸プール

事業名

2,850

8/23

7/29,30

8/21

8/22

6/4

6/11

6/17,18

7/28

実施時間

合　計

11/12

1/14

1/2～1/3

2/18

2/25

10/7

10/29

1/2～1/3

8/24

8/25

9/3

9/24
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◇温水プールグループ  

事業数 参加者数 事業数 参加者数 事業数 参加者数 事業数 参加者数 事業数 参加者数 事業数 参加者数 事業数 参加者数

厚別温水プール 327 4,814 42 327 4,856 7 1,439

豊平公園温水プール 357 4,141 17 357 4,158 2 132

平岸プール 332 5,170 6 62 5 247 2 116 345 5,595 3 437

白石温水プール 333 4,167 35 1 36 334 4,238 5 562

手稲曙温水プール 316 5,283 90 1 102 317 5,475 3 1,193

東温水プール 345 5,218 1 82 1 24 347 5,324 3 1,257

合　計 1,665 23,575 6 62 5 431 4 254 1,680 24,322 20 3,763

※一般事業：1年度を３～４期に分けて募集を行う教室等

　学校開放施設事業：学校開放事業校を会場として開催する教室等

　通年スクール型事業：1年度または1/2年度で募集を行う教室等

　施設間合同事業：複数の施設または指定管理グループが連携して開催する事業等
　大会：競技大会や交流会、体験イベントの事業等
　地域コミュニティ支援事業：町内会のお祭りなど地域の活性化を目的として運営協力を行う事業等

自主事業実施報告　教室・イベント等（平成29年度）

施設名
一般事業 学校開放施設事業 通年ｽｸｰﾙ型事業 施設間合同事業 大　会 合　計 地域コミュニティ支援
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別添4

№ 名　称 時期 対象施設 対象者 回答数(件)

1 満足度調査 7/18～7/24
厚別温水プール、豊平公園温水プール、平岸プール、白石
温水プール、手稲曙温水プール、東温水プール

施設利用者 1,240

（４）事業に関するアンケート調査実施状況

№ 名　称 時期 対象施設 対象者 回答数(件)

2 やさしい水泳の教え方 2/24 平岸プール 自主事業参加者 17

3 白ぷウィンターフェスタ2017 12/17 白石温水プール 自主事業参加者 16

4
ストレッチ・アクアビクス健
康セミナー

9/25 東温水プール 自主事業参加者 8

5 東ぷタイム測定会 10/22 東温水プール 自主事業参加者 23

利用者アンケート調査結果（平成29年度）

（３）施設利用に関するアンケート調査実施状況

（１）当財団ホームページお問い合せフォーム：合計21件（意見2件、苦情10件、要望6件、問い合せ3件）

（２）施設内ご意見箱：合計59件、うち、自由記載があった件数58件（意見30件、苦情7件、要望18件、問い合せ3件）

１　アンケート調査実施概要

◇温水プールグループ
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利用者アンケート調査結果（平成29年度）

◇温水プールグループ

２　アンケート調査の主な意見・要望等

№

1

2

3

３　主な利用者懇談会の実施状況

№ 名　称 時　期

1 平岸プール専用調整会議 3月

2
新さっぽろ冬まつり実行委員
会（厚別温水プール）

11/9

3
厚別区新年交礼会（厚別温水
プール）

1/4

注意を促す案内表示をより目立つものに作り直し、職員による館内巡回を強化した

内　容 対　応

区役所職員、児童会館職員、青少年科学館職員、地域ボランティア等と、冬まつりの企画
内容について打ち合わせを行った

厚別区新年交礼会に出席し、町内会役員・区役所職員等との意見交換を行った

シャワー室に荷物掛け用のフックを増やしてほし
い

フックを追加設置した

採暖室の座面が不安定であるため修理してほしい

内　容

利用団体との利用調整会議において、施設利用に関する意見交換を行い、意見・要望及び
平成30年度における利用計画を聴取した

部分的な補修（交換）と骨組みの補強を行った

２F多目的室での教室見学者のマナーが悪い（会
話の声が大きい。荷物を置いての場所取りが横
行）
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